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令和 6年度地方自治体における情報システム(生活保護)の

標準仕様書改定に向けた調査研究業務一式 

 第 4回検討会 議事概要 

 
日 時：令和 7年 3月 7日(金) 16:30～17:30 

場 所：オンライン開催 

出席者(敬称略)： 

(構成員) 

武蔵大学社会学部教授 庄司昌彦、福岡県、横浜市、仙台市、柏市、東大阪市、横須賀

市、町田市、中野区、新宿区、泉大津市 

 

(オブザーバー) 

北日本コンピューターサービス株式会社、富士通 Japan株式会社、株式会社アイネス、

株式会社 IJC、株式会社法研、デジタル庁、厚生労働省大臣官房情報化担当参事官室、

厚生労働省社会・援護局保護課 

 

(事務局) 

アビームコンサルティング株式会社（以下、アビーム） 

 

【議事次第】 

1. 開会 

2. 議事 

(1) 第 4回有識者検討会の目的 

(2) 未来の業務のあり方WTの検討結果 

(3) 次年度の検討事項（事務局案） 

3. 閉会 

 

【配布資料】 

資料 1 事務局提示資料 

 

【議事概要】 

＜主な意見交換の概要＞ 

■議事(1)について 

○ 特段意見なし。 

 

■議事(2)について 

○ 特段意見なし。 

 

■議事(3)について 

 

次年度の検討事項（事務局案）No.2「eLTAXを活用した公金収納への対応」について 
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○ eLTAXを活用した公金収納への対応について、令和 7年 5月上旬頃に全国意見照
会を実施し、令和 7年 8月末に標準仕様書を改版するという短期的なスケジュー
ルで対応していく認識である。全国意見照会を行う前に、自治体委員に対して意
見収集を行う想定か。（横須賀市） 

→ その想定である。まず自治体委員から意見を収集したうえで、令和 7年 5月
上旬頃から全国意見照会の準備を行い、準備が整い次第、順次実施する予定
である。（アビーム） 

 

次年度の検討事項 No.3（事務局案）「法制度改正に基づく改版対応」について 

○ 法制度改正に基づく改版対応について、厚生労働省の保護課から令和 7年度中に
は、令和 8年 4月 1日が適合基準日となり得る機能要件の追加はないと聞いてい
た。一方で資料 1事務局提示資料において、「みなし介護機関の連携範囲の拡大」
は令和 8年 4月施行予定と記載されているが、適合基準日等の想定はあるか。（デ
ジタル庁） 

→ みなし介護機関の連携範囲の拡大の法制度改正はあくまで予定であるため、
今後改正に係る見通しがたった時点でデジタル庁と相談したいと考えてい
た。本件について、別途調整させてほしい。（厚生労働省） 

→ 昨年 12月に閣議決定した地方公共団体情報システム標準化基本方針では、標
準仕様書の改定時期は遅くとも制度改正の施行日の１年以上前とされてい
る。来年度中に標準準拠システムへ移行予定の自治体が多い中で、令和 8年
1月末の標準仕様書改定から 3か月後に、当該改定で追加された機能を具備
したシステムを準備することは、自治体やベンダとしても困難であると認識
している。標準仕様書の機能要件の記載方針や実装区分の調整、移行困難な
場合の対応等について検討が必要だと考えるため、法改正の内容や施行日等
についてはデジタル庁にも適宜連携してほしい。（デジタル庁） 

→ 承知した。改正内容によっては標準仕様書への反映不要となる可能性もある
ため、検討の進捗等について適宜相談したい。（厚生労働省） 

 

次年度の検討事項 No.4（事務局案）医療扶助オンライン資格確認について 

○ オンライン資格確認に係る調査・研究とは、具体的にどのような調査を実施する
想定か。（新宿区） 

→ オンライン資格確認に係る調査・研究事業の骨子はできているものの、対外
的に示せる資料ではないため、今後の公開情報を確認してほしい。（厚生労働
省） 

→ 承知した。（新宿区） 

 

次年度の標準仕様書の改版について 

○ 横須賀市では令和 7年度に標準準拠システムに移行する予定で準備を進めてい
る。資料 1事務局提示資料によると、次年度においては 2度の標準仕様書改版が
予定されているが、改版された標準仕様書に適合するまでのシステムの運用が複
雑だと感じている。例えば、標準仕様書 2.0版では進学・就職準備給付金の法改
正に基づく改定があったが、令和 7年度に移行する、1.1版の標準準拠システムは
法改正に対応しておらず、自治体側で過渡期における対応を検討する必要があ
る。そのように、改版が頻繁に行われると自治体側の負担も大きいと感じる。（横
須賀市） 

→ 施行日が判明した段階で各自治体において速やかな対応がとれるよう、厚生
労働省も準備を進めたい。適合基準日までのシステムの運用については、標
準仕様書発出から改正法施行日までの期間を可能な限り長くし、準備期間を
十分に設けられるように調整していく想定である。（厚生労働省） 
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以上 


